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英語検定受験者　様
保護者　様

京都市立衣笠中学校
校長　上山　義弘

台風25号接近に対する
英語検定試験の非常措置について

　錦秋の候，保護者の皆様におかれましてはご健勝のこととお喜び申し上げます。平素は本校教育に，ご理解とご協力をいただきまして誠にありがとうございます。
　気象情報によりますと，台風25号が太平洋を北上し，10月6日（土）から7日（日）にかけて本州に接近する見通しです。台風等により京都市（＊テレビ等においては，「京都南部」または「京都・亀岡」地域と報道される場合があります）に「暴風警報」・「特別警報」が発令された場合には，10月6日（土）実施予定の「英語検定試験」について，下記のような措置を取りますので，テレビ・ラジオ・インターネット等の情報に十分に注意してください。

記

１，10月6日（土）午前8時に「暴風警報」または「特別警報」が発令されている場合

「特別警報」について

（1） 登校前に発令された場合は，「特別警報」が解除されるまでは，登校を見合せ自宅待機とさせてください。
（２）「特別警報」が午前0時までに解除になった場合　…　午後1時に学校集合
（３）「特別警報」が午前0時現在，「特別警報」発令中の場合　…　中止とします

「暴風警報」について

（１）登校前に発令された場合は，「暴風警報」が解除されるまでは，登校を見合せ自宅待機とさせてください。
（2） 午前8時までに解除になった場合　…　予定通り試験を実施します。（午前９：００集合）
（3） 午前9時までに解除になった場合　…　繰り下げて実施します。（午前１０時３０分集合）
（4） 午前11時までに解除になった場合　…　午後から実施します。（午後１時００分集合）
（5） [bookmark: _GoBack]午前11時現在，発令中の場合　　　…　中止とします。（延期措置もありません）

２．登校後に「暴風警報が発令された場合。

（1） 種々の状況を十分に把握した上で，試験実施の可否を判断し，帰宅させるかどうかを判断します。

＊非常措置を含む情報は「衣笠中学校ホームページ」に掲載いたします。ご確認お願いします。
以上


